
各地でこんな事件・事案が発生しています！ 

（広島県内で実際に起こった事例） 

事例 292 

発 生 日 平成29年1月12日 

発生場所  広島県 広島市 安佐北区 

種    類 還付金詐欺不審電話 

事案の概要   

１月１２日１３時頃，広島市安佐北区在住の女性被保険者宅に区役所のイチハ

ラと名乗る男性から電話があり，「保険料の還付金が２万円ほどあり，封書で案内

を送っているが，そちらから申請書の提出がない。今日が期限のため，直接銀行

に行ってもらう必要がある。銀行なら手続きが出来る。キャッシュカードを持っ

て今から言うところで手続きをして欲しい。」と言われた。 

女性被保険者が，区役所から案内が届いた覚えが無く，キャッシュコーナーで

手続きをするのはおかしいと思い，「こちらから区役所に電話します。」と言った

ところ，「そうしてください。」と言われ電話が切れた。 

不審に思った女性被保険者が区役所に確認の電話をしたことで本件事案が発覚

した。 

 

市区町や社会保険事務所の職員を名乗り，医療費の返還をするなどと言って，ＡＴ

Ｍで振り込ませる詐欺事件が多発しています。 

  

◎還付金の支払いはＡＴＭでは行いません。 

「還付する。」と言われても，ＡＴＭには行かないでください。 

 

◎不審な電話があったら，ご家族・ご近所の方，警察やお住まいの 

市区町の後期高齢者担当課にご相談・ご連絡ください。 

 

 

 



各地でこんな事件・事案が発生しています！ 

（広島県内で実際に起こった事例） 

事例 293 

発 生 日 平成29年1月16日 

発生場所  広島県 東広島市 

種    類 還付金詐欺不審電話 

事案の概要   

１月１６日，東広島市在住の女性被保険者宅に市役所福祉サービスセンターア

ベと名乗る男性から電話があり，「還付金の通知をしたが，手続きがされておらず

締切りを過ぎている。個別に手続きをするのでフリーダイヤルに電話して認証番

号を伝えて欲しい。」と言われた。 

不審に思った女性被保険者が，市役所に問い合わせをしたことで本件事案が発

覚した。 

還付金は発生しておらず，市役所から還付金等について電話で連絡することは

ない旨を伝え，再度電話がかかってくるようなら警察に相談するように勧めた。 

 

市区町や社会保険事務所の職員を名乗り，医療費の返還をするなどと言って，ＡＴ

Ｍで振り込ませる詐欺事件が多発しています。 

  

◎還付金の支払いはＡＴＭでは行いません。 

「還付する。」と言われても，ＡＴＭには行かないでください。 

 

◎不審な電話があったら，ご家族・ご近所の方，警察やお住まいの 

市区町の後期高齢者担当課にご相談・ご連絡ください。 

 

 

 

 

 



各地でこんな事件・事案が発生しています！ 

（広島県内で実際に起こった事例） 

事例 294 

発 生 日 平成29年1月17日 

発生場所  広島県 大竹市 

種    類 還付金詐欺不審電話 

事案の概要   

１月１７日１６時頃，大竹市在住の女性被保険者宅に，男性から電話があり，

「保険料の還付があるので口座番号を教えて欲しい。６月頃に関係書類を送った

が返答が無いので電話した。還付金は２８，０００円くらいあるが，郵便局か農

協に口座はあるか。カードは持っているか。」と言われ，口座番号を伝えた。 

不審に思った女性被保険者が市役所に問い合わせをしたことで，本件事案が発

覚した。 

還付金の通知はしておらず，警察に相談するように勧めた。 

 

市区町や社会保険事務所の職員を名乗り，医療費の返還をするなどと言って，ＡＴ

Ｍで振り込ませる詐欺事件が多発しています。 

  

◎還付金の支払いはＡＴＭでは行いません。 

「還付する。」と言われても，ＡＴＭには行かないでください。 

 

◎不審な電話があったら，ご家族・ご近所の方，警察やお住まいの 

市区町の後期高齢者担当課にご相談・ご連絡ください。 

 

 

 

 

 



各地でこんな事件・事案が発生しています！ 

（広島県内で実際に起こった事例） 

事例 295 

発 生 日 平成29年1月20日 

発生場所  広島県 東広島市 

種    類 還付金詐欺不審電話 

事案の概要   

１月２０日９時頃，東広島市在住の女性被保険者宅に，市役所を名乗る男性か

ら電話があり，「平成２２年から平成２７年にかけて高額療養費の還付が２３，０

００円程度発生しており，白い封筒で通知している。口座振込での還付は出来な

いが，手続きがなされていない。」と言われた。 

女性被保険者が，「そのような封筒に覚えがない。」と答えたところ，電話が切

れた。 

不審に思った，女性被保険者が市役所に電話で問い合わせをしたことで本件事

案が発覚した。 

後期高齢者医療保険料について還付は発生していなかったが，高額療養費につ

いて還付が発生していたため，手続きを案内した。 

 

市区町や社会保険事務所の職員を名乗り，医療費の返還をするなどと言って，ＡＴ

Ｍで振り込ませる詐欺事件が多発しています。 

  

◎還付金の支払いはＡＴＭでは行いません。 

「還付する。」と言われても，ＡＴＭには行かないでください。 

 

◎不審な電話があったら，ご家族・ご近所の方，警察やお住まいの 

市区町の後期高齢者担当課にご相談・ご連絡ください。 

 

 

 

 

 



各地でこんな事件・事案が発生しています！ 

（広島県内で実際に起こった事例） 

事例 296 

発 生 日 平成29年1月24日 

発生場所  広島県 府中市 

種    類 還付金詐欺不審電話 

事案の概要   

１月２４日１１時３０分頃，府中市在住の女性被保険者宅に，県の医療費担当

を名乗る男性から電話があり，「先月，医療費の払い戻しの通知を送っているが申

請されてないようだ。携帯電話でも申請が出来るのでされたらどうか。」と言われ

た。 

「市役所が近いので，市役所で手続き出来ないか。」と聞いたところ，「県から

の通知なので無理，携帯電話で申請が出来る。」と言われ，「通知を探して電話す

るから，いつの医療費で金額はいくらか。」と聞いたところ，電話が切れた。 

通知が来た覚えが無く，不審に思った女性被保険者が市役所に電話したことで

本件事案が発覚した。 

医療費の払い戻しは発生しておらず，携帯電話で払い戻しの申請を促すことは

ない旨を伝えた。 

 

市区町や社会保険事務所の職員を名乗り，医療費の返還をするなどと言って，ＡＴ

Ｍで振り込ませる詐欺事件が多発しています。 

  

◎還付金の支払いはＡＴＭでは行いません。 

「還付する。」と言われても，ＡＴＭには行かないでください。 

 

◎不審な電話があったら，ご家族・ご近所の方，警察やお住まいの 

市区町の後期高齢者担当課にご相談・ご連絡ください。 

 

 

 

 

 



各地でこんな事件・事案が発生しています！ 

（広島県内で実際に起こった事例） 

事例 297 

発 生 日 平成29年1月24日 

発生場所  広島県 府中市 

種    類 還付金詐欺不審電話 

事案の概要   

１月２４日１２時４０分頃，府中市在住の男性被保険者宅に，地域福祉センタ

ーの職員と名乗る男性から電話があり，「去年の１２月に緑色の封筒で県庁から，

治療費の払い戻しの手続きの書類を送った。今日が手続きの締切日で，まだ手続

きをされていないので電話をした。手続きの暗証番号は○○○でもう一度調べて

電話をする。」と言われ，電話が切れた。 

再度電話がかかってこなかったため，市役所に電話をしたことで本件事案が発

覚した。 

医療費の還付は発生しておらず，警察署に不審電話があった旨を連絡した。 

 

市区町や社会保険事務所の職員を名乗り，医療費の返還をするなどと言って，ＡＴ

Ｍで振り込ませる詐欺事件が多発しています。 

  

◎還付金の支払いはＡＴＭでは行いません。 

「還付する。」と言われても，ＡＴＭには行かないでください。 

 

◎不審な電話があったら，ご家族・ご近所の方，警察やお住まいの 

市区町の後期高齢者担当課にご相談・ご連絡ください。 

 

 

 

 

 



各地でこんな事件・事案が発生しています！ 

（広島県内で実際に起こった事例） 

事例 298 

発 生 日 平成29年1月31日 

発生場所  広島県 東広島市 

種    類 還付金詐欺不審電話 

事案の概要   

１月３１日１４時頃，東広島市在住の男性被保険者宅に市役所を名乗る男性か

ら電話があり，「平成２２年から平成２７年にかけて保険料の還付が２３，０００

円程度発生しており，通知をしている。１２月３１日までを還付の手続きの締切

としていたが，手続きがされていない。市役所では払い戻しが出来ないが，金融

機関を通じて還付することが出来る。どこの金融機関と取引があるか。」と言われ

た。 

男性被保険者が「そのような話があるのか。」と尋ねたところ，「１０分後にま

た電話する。」と言われ，電話が切れた。 

不審に思った男性被保険者が，市役所へ問い合わせをしたことで本件事案が発

覚した。 

後期高齢医療保険料及び高額療養費等について還付金は発生していなかった。 

 

市区町や社会保険事務所の職員を名乗り，医療費の返還をするなどと言って，ＡＴ

Ｍで振り込ませる詐欺事件が多発しています。 

  

◎還付金の支払いはＡＴＭでは行いません。 

「還付する。」と言われても，ＡＴＭには行かないでください。 

 

◎不審な電話があったら，ご家族・ご近所の方，警察やお住まいの 

市区町の後期高齢者担当課にご相談・ご連絡ください。 

 


